
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺市町村の誘導区域、誘導施設 
  

参考資料１ 



１．阪南市 

（１）居住誘導区域（居住促進区域）、都市機能誘導区域（中心区域） 

 

 
■居住誘導区域（居住促進区域）、都市機能誘導区域（中心区域） 

 

  



（２）誘導施設 

■誘導施設 

 

 

  



２．貝塚市 

（１）居住誘導区域、都市機能誘導区域 

 
※生産緑地地区、ため池（池敷面積 1ha 以上）の区域は、居住誘導区域には含みません 

■居住誘導区域  



（２）誘導施設 

 

■誘導施設 

 
 

  



３．岸和田市 

（１）居住誘導区域、都市機能誘導区域 

 

■居住誘導区域  



（２）誘導施設 

 

■誘導施設 

 
 


